
世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例 
 

文化及び芸術は、創造性の源として社会的価値を生み出し、人々の心に潤い、ゆとり等を

もたらし、豊かな人間性をはぐくみ、人々の生活の質を向上させる力を持っている。文化及

び芸術に親しむことは、人の悲しみ及び痛みを想像する力を培い、人を慈しむ心を芽生えさ

せ、ひいては、世界中の人々が共に平和に暮らす社会の実現につながっている。さらに、近

年、地域との関わりが希薄になりがちな子どもたちは、文化及び芸術に触れることにより、

表現する力を身に付け、社会性を高めることが期待され、また、福祉及び医療の分野におい

て、文化及び芸術は、いやし及び生きがいとなるとともに、治療に役立てられている。そこ

で、経済的な豊かさの中にあって、こうした文化及び芸術の持つ力又は果たす役割を改めて

見つめ直し、行政の基本的施策として位置付け、その振興を図ることが、今求められている。 
世田谷は、みどり豊かな武蔵野の自然にあふれ、閑静な住宅地として発展し、文化及び芸

術に携わる人々は、その魅力にひかれて移り住むようになった。そのような歴史は、今日に

受け継がれ、区内各地域における活発な演劇活動、多くの文化及び芸術に関する自主的かつ

積極的な活動、文化施設を支えるボランティア活動等に見られるように、多くの区民は、文

化及び芸術に関する活動に親しみ、文化及び芸術に高い関心を持っている。また、世田谷は、

文化及び芸術の様々な分野において第一人者と目される人々による活動も活発に行われてお

り、まさに日本の文化及び芸術をけん引しているといっても過言ではない。さらに、世田谷

は、文学、映画等の作品の舞台として数多く登場しており、区民にとって、文化及び芸術が

身近に感じられる環境にある。 
これらのものは、区民のかけがえのない財産であり、世田谷の魅力を支える大きな要素で

もある。区は、これらの財産を活かし、文化的な環境の向上に努めるとともに、すべての区

民が文化及び芸術に触れ、文化的な環境を享受し、文化及び芸術に関する活動に取り組むこ

とができるようにすることが、重要な使命であると考える。 
 ここに、文化及び芸術の振興についての基本理念を明らかにし、区、区民、民間団体等の

協働による文化及び芸術の振興に関する施策により、心に潤い、ゆとり等を感じることがで

きる区民生活及び地域社会を実現するため、この条例を制定する。 
（目的） 
第１条 この条例は、区の文化及び芸術の振興に関する基本理念を定め、区の責務について

明らかにするとともに、文化及び芸術の振興に関する施策（以下「振興施策」という。）を

推進することにより、区民一人ひとりが生き生きと暮らし、誇りを持って住むことができ

る地域社会の実現に寄与することを目的とする。 
（基本理念） 
第２条 文化及び芸術の振興に関する基本理念は、次のとおりとする。 
⑴ 文化及び芸術に関する活動における自主性及び創造性は、尊重されなければならない。 
⑵ 文化及び芸術を鑑賞し、その活動に参加し、及び創造することのできる環境の整備が図



られなければならない。 
⑶ 文化及び芸術の振興に当たっては、区、区民、民間団体、他の自治体等の相互の連携が

図られなければならない。 
（区の責務） 
第３条 区は、前条に規定する基本理念に基づき、文化及び芸術の振興を図るための計画を

策定し、及び振興施策を推進するものとする。 
２ 区は、振興施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 
３ 区は、区が行う施策について、文化及び芸術の振興を図る視点を取り入れるよう努める

ものとする。 
（文化及び芸術に触れることができる機会の充実） 
第４条 区は、区民が身近な場所で文化及び芸術に触れることができる機会の充実を図るた

め、事業を実施し、及び環境の整備を行うものとする。 
（自主的な活動に対する支援） 
第５条 区は、文化及び芸術に関する区民の自主的な活動に対し、その場所及び機会の提供、

助成その他の必要な支援を行うものとする。 
（文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者に対する支援等） 
第６条 区は、文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者の発掘、育成、確保及

び登用に努め、これらのものに対し、必要な支援を行うものとする。 
２ 区は、区民と文化及び芸術に関する専門的知識又は技能を有する者との交流の促進を図

るため、その場所及び機会の提供に努めるものとする。 
（地域文化及び伝統文化の保存、継承及び発展） 
第７条 区は、将来にわたって地域文化及び伝統文化を保存し、継承し、及び発展させるた

めに必要な施策を推進するものとする。  
（国際交流の推進） 
第８条 区は、区民と外国の諸都市の市民との相互理解及び親善を図るため、文化及び芸術

に関する活動を通じた国際交流を推進するものとする。 
（高齢者、障害者等の文化及び芸術に関する環境の整備） 
第９条 区は、高齢者、障害者等が文化及び芸術に親しみ、又は文化及び芸術に関する活動

を活発に行うことができるよう環境の整備に努めるものとする。 
（青少年の文化及び芸術に関する活動の充実） 
第１０条 区は、青少年の豊かな人間性の形成に資するため、青少年が文化及び芸術に触れ、

又は文化及び芸術に関する活動を活発に行うことができるよう必要な施策を推進するもの

とする。 
（学校教育における文化及び芸術に関する活動の充実） 
第１１条 区は、学校教育において、児童及び生徒が文化及び芸術に触れることができる機

会を設け、並びに児童及び生徒が文化及び芸術に関する活動に積極的に取り組むことがで



きるよう必要な施策を推進するものとする。 
（情報の提供） 
第１２条 区は、文化及び芸術に関する情報の収集に努めるとともに、区民が多様な媒体を

通じてこれらを利用することができるよう情報の提供を行うものとする。 
（顕彰） 
第１３条 区は、区の文化及び芸術の振興に大きく寄与したもの並びに文化及び芸術に関す

る活動において著しい功績のあったものを顕彰することができる。 
（文化及び芸術の振興に関する委員会の設置） 
第１４条 文化及び芸術の振興に関し、助言を受け、及び意見を聴き、並びにこれを振興施

策に反映させるため、文化及び芸術の振興に関する委員会を設置する。 
２ 前項に規定する委員会の運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

附 則 
この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

 


